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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 5 年 5 月 1 9 日 ( 2 0 2 3 . 5 . 1 9 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 エ ン ジ ン と 、
　 車 輪 の 駆 動 及 び 回 生 制 動 を 行 う モ ー タ と 、
　 前 記 エ ン ジ ン の 駆 動 力 に よ る 発 電 及 び 前 記 エ ン ジ ン の 駆 動 を 行 う ジ ェ ネ レ ー タ と 、
　 前 記 モ ー タ 及 び 前 記 ジ ェ ネ レ ー タ に 接 続 さ れ る バ ッ テ リ と 、
　 走 行 中 か つ ア ク セ ル オ フ 時 に 前 記 モ ー タ の 回 生 電 力 を 前 記 ジ ェ ネ レ ー タ に 供 給 し 前 記 エ  
ン ジ ン を 所 定 の 目 標 回 転 速 度 で モ ー タ リ ン グ す る 回 生 モ ー タ リ ン グ 制 御 を 実 施 す る 制 御 装  
置 と を 備 え 、
　 前 記 制 御 装 置 は 、 走 行 状 態 に 応 じ て 要 求 発 電 量 を 算 出 す る と と も に 、 ア ク セ ル オ ン 操 作  
で 前 記 回 生 モ ー タ リ ン グ 制 御 を や め る 場 合 に 前 記 要 求 発 電 量 が 閾 値 未 満 で あ れ ば 、 前 記 バ  
ッ テ リ の 電 力 を 前 記 ジ ェ ネ レ ー タ に 供 給 し て 前 記 エ ン ジ ン の モ ー タ リ ン グ を 継 続 す る 継 続  
モ ー タ リ ン グ 制 御 を 実 施 し 、
　 前 記 制 御 装 置 は 、 車 速 ま た は 車 載 電 装 品 の 作 動 状 態 に 基 づ い て 前 記 要 求 発 電 量 を 算 出 す  
る と と も に 、 前 記 エ ン ジ ン の 回 転 速 度 に 基 づ い て 前 記 閾 値 を 設 定 す る
こ と を 特 徴 と す る 、 ハ イ ブ リ ッ ド 車 両 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 制 御 装 置 は 、 前 記 継 続 モ ー タ リ ン グ 制 御 に 際 し 、 前 記 エ ン ジ ン の 回 転 速 度 を そ の 時  
点 の 前 記 目 標 回 転 速 度 に 固 定 し た ま ま 前 記 エ ン ジ ン の モ ー タ リ ン グ を 継 続 す る
こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ 記 載 の ハ イ ブ リ ッ ド 車 両 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 制 御 装 置 は 、 前 記 要 求 発 電 量 が 前 記 閾 値 以 上 で あ れ ば 、 前 記 エ ン ジ ン の 回 転 速 度 を  
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維 持 し た ま ま 前 記 エ ン ジ ン の フ ァ イ ア リ ン グ を 行 い つ つ 前 記 ジ ェ ネ レ ー タ に 発 電 さ せ る 第  
一 発 電 制 御 を 実 施 す る
こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の ハ イ ブ リ ッ ド 車 両 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 制 御 装 置 は 、 前 記 第 一 発 電 制 御 に 際 し 、 ア ク セ ル 開 度 が 大 き い ほ ど 前 記 エ ン ジ ン の  
ト ル ク を 増 大 さ せ つ つ 前 記 エ ン ジ ン の 回 転 速 度 を 維 持 す る
こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ３ 記 載 の ハ イ ブ リ ッ ド 車 両 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 制 御 装 置 は 、 前 記 第 一 発 電 制 御 に 際 し 、 ド ラ イ バ 要 求 出 力 が 所 定 値 を 超 え た 場 合 に  
、 前 記 エ ン ジ ン の 回 転 速 度 を 上 昇 さ せ る 第 二 発 電 制 御 を 実 施 す る
こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ３ ま た は ４ 記 載 の ハ イ ブ リ ッ ド 車 両 。
【 請 求 項 ６ 】
（ 削 除 ）
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